
自転車のルール ・マナー順守に
ご協力ください

自 転 車 は 駐 輪 場 へ
停 め ま し ょ う

※2023年6月より放置禁止区域が拡大します。
区域内の路上に停められた自転車は
短い時間でも即時撤去の対象となります。
自転車を利用する際はご留意ください。

自 転 車 は 原 則
車 道 左 側 通 行

「矢羽根型路面表示」 整備路線

自転車利用時のマナー

駐輪場位置および放置禁止区域図

相互に思いやりを持った行動にご協力ください
安全・安心に道路をご利用いただくために、自動車は自転車・歩行者に、
自転車は歩行者に配慮した行動をお願いいたします。

【お問合せ先】札幌市 自転車対策担当課 （電話：011-211-2456）
区政課（交通安全担当）（電話：011-211-2252）

国土交通省 北海道開発局 札幌開発建設部 都市圏道路計画課 （電話：011-611-0216）

札幌都心部では、自転車の通行位
置の明確化を目的に「矢羽根型路面
表示」の整備を進めています。
「矢羽根型路面表示」を目印に正

しく安全な自転車の利用にご協力く
ださい。

2023年6月より南2西3地下駐輪場が
オープンします。
札幌都心部に自転車でお越しの際は、

駐輪場に自転車を停めましょう。

放置禁止区域（R5.5現在）
放置禁止区域（R5.6から拡大）
有料駐輪場

2023年6月
オープン



札幌中心部のシェアサイクル「ポロクル」

【お問合せ先】北海道環境生活部くらし安全局道民生活課（電話：011‒204‒5219）
北海道札幌方面中央警察署交通第一課 （電話：011-242-0110）

【ポロクルについてのお問い合せ】 （電話：ナビダイヤル 0570-783-677）

を 守 り ま し ょ う ！

ヘルメット着用のきっかけをつくるため「ヘルメット着用促進モニター」を募集しています。
詳しくはポロクルのウェブサイトをご覧ください。 https://porocle.jp/helmet_monitor01/

① 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先 ② 交差点では信号と

一時停止を守って、安全確認

④ 飲酒運転は禁止 ⑤ ヘルメットを着用③ 夜間はライトを点灯

自 転 車 安 全
利 用 五 則


